
商標登録出願

方式審査

実体審査
拒絶理由通知

登録異議の申立て

取消理由通知

拒絶査定

商標公報発行日から２月以内

存続期間満了前６月以
内から満了日までの間

設定登録日から１０年間有効

拒絶査定不服審判請求

審判官合議体による審理

審判官合議体による審理

拒絶審決

取消決定

登録審決

維持決定

Website: www.ipstart.jp E-mail: general@ipstart.jp

拒絶理由に対する応答(意見書/補正書の提出)

取消理由に対する応答(意見書)

商標登録査定

登録料の支払い

商標公報

商標権の存続期間の更新登録

知的財産高等裁判所

最高裁判所

出願公開

グローバル知的財産戦略パートナー

１月延長可

出訴期間は謄本送達日
から３０日以内

審判請求期限は拒絶査定謄本
送達日から３月以内

応答期限は拒絶理由通知書
送達日から４０日以内

出願日から最初の審査結果までの平均月数
- 2.1月(早期審査)
- 10.0月(通常審査)


